
　
令
和
5
年
11
月
1
日
以
降
に

出
産
し
た（
す
る
）人
の
令
和
6

年
1
月
以
降
の
国
民
健
康
保
険

料（
所
得
割
額
と
均
等
割
額
）を

減
免
し
ま
す
。

【
対
象
】舞
鶴
市
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
で
、令
和
5
年
11
月
1

日
以
降
に
出
産
し
た（
す
る
）人

【
減
免
期
間
】出
産
予
定
日
か
出

産
日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら

4
か
月
間
。
多
胎
妊
娠
の
場
合

は
、出
産
予
定
日
か
出
産
日
の
属

す
る
月
の
３
か
月
前
か
ら
６
か

月
間

【
申
請
方
法
】届
出
者
の
本
人
確
認

書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、運

転
免
許
証
な
ど
）と
母
子
健
康
手

帳
な
ど
を
保
険
医
療
課
か
西
支
所

へ
提
出
。
出
産
予
定
日
の
６
か
月

前
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。
詳
細
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を
。
左

コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス

可
。

▼
詳
し
く
は
、保
険
医
療
課（
☎

66
・
１
０
０
３
）へ
。

暮
ら
し
の
情
報

女
性
の
た
め
の
が
ん
検
診
は

3
月
末
ま
で

新
１
年
生
の
入
学
通
知
書
を

送
付

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
価
格

な
ど
の
物
価
高
騰
に
よ
る
家
計

へ
の
負
担
増
加
を
踏
ま
え
、
生

活
・
暮
ら
し
を
支
え
る
た
め
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。

【
支
給
額
】1
世
帯
当
た
り
７
万
円

【
対
象
・
受
給
手
続
き
の
時
期
】

❖
基
準
日（
令
和
5
年
12
月
1
日
）

に
、世
帯
員
全
員
が
令
和
5
年
度

住
民
税
非
課
税
で
あ
る
世
帯（
非

課
税
世
帯
）…
①
支
給
対
象
世
帯

の
う
ち
、令
和
５
年
８
月
か
ら
支

給
を
開
始
し
た
3
万
円
給
付
金

を
受
給
さ
れ
た
世
帯
で
、世
帯
の

状
況
に
変
更
が
な
か
っ
た
世
帯

に
は
、12
月
末
か
ら
順
次「
確
認

書
」を
送
付
し
て
い
ま
す
。要
件

に
該
当
し
な
く
な
っ
た
な
ど
の

事
由
が
生
じ
た
世
帯
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
②
①
以
外
の
対
象

世
帯
に
は
、確
認
が
で
き
次
第
、

順
次「
申
請
書
」を
送
付
し
ま
す
。

届
い
た「
申
請
書
」に
必
要
事
項

を
記
入
し
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

❖
非
課
税
世
帯
以
外
で
、世
帯
員

全
員
の
令
和
5
年
1
月
～
12
月

の
任
意
の
1
か
月
の
収
入
が
予

期
せ
ぬ
事
情
で
非
課
税
相
当
と

な
っ
た
世
帯（
家
計
急
変
世
帯
）

…
①
令
和
５
年
８
月
か
ら
支
給

を
開
始
し
た
3
万
円
給
付
金
の

手
続
き
を
さ
れ
た
世
帯
に
は
、

「
申
請
書
」を
送
付
し
ま
す
。
届

い
た「
申
請
書
」に
必
要
事
項
を

記
入
し
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

②
①
以
外
で
申
請
さ
れ
る
人
は
、

申
請
書
を
持
参
か
郵
送
で
福
祉

企
画
課
へ
。
申
請
書
は
福
祉
企

画
課
、生
活
支
援
相
談
課
、西
支

所
、社
会
福
祉
協
議
会
に
備
え
付

け
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。
郵
送
請
求
希

望
者
は
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
68
・

9
0
1
2
）へ
。

【
申
請
書
の
提
出
期
限
】3
月
29
日

㈮
ま
で

【
支
給
時
期
】①
の
場
合
は「
確
認

書
」に
記
載
す
る
申
出
期
間
が
経

過
し
た
日
か
ら
約
1
週
間
後
。

②
の
場
合
は
、申
請
書
を
受
理
し

た
日
か
ら
約
3
週
間
後

▼
詳
し
く
は
、
福
祉
企
画
課（
☎

68
・
9
0
1
2
）へ
。　

　
中
総
合
会
館
の
改
修
工
事
に
伴

い
、フ
レ
ア
ス
舞
鶴
で
は
窓
口
カ

ウ
ン
タ
ー
や
フ
ロ
ア
の
照
明
、多

目
的
ル
ー
ム
の
半
面
を
畳
ス
ペ
ー

ス
に
改
修
す
る
な
ど
、施
設
の
一

部
が
変
わ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご

理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
詳
し
く
は
、人
権
啓
発
推
進
課

（
☎
66
・
１
０
２
２
）へ
。

人
科（
☎
77
・
２
６
２
８
）

❖
隅
山
医
院（
☎
75
・
１
２
９
８
）

❖
舞
鶴
医
療
セ
ン
タ
ー（
☎
62
・

２
６
８
０
）❖
舞
鶴
共
済
病
院

（
☎
62
・
２
５
１
０
）

【
内
容
】細
胞
診

【
対
象
】20
歳
以
上
の
女
性（
2

年
に
1
回
の
隔
年
受
診
）

【
料
金
】自
己
負
担
金
１
，６
０

０
円

《
共
通
》【
そ
の
他
】対
象
者
に
は

６
月
末
に
受
診
券
を
送
付
済
み
。

紛
失
な
ど
で
受
診
券
が
な
い
人

は
、健
康
づ
く
り
課
ま
で
問
い

合
わ
せ
を

【
申
し
込
み
方
法
】実
施
医
療
機

関
へ
直
接
予
約
。

▼
詳
し
く
は
、健
康
づ
く
り
課

（
☎
65
・
０
０
６
４
）へ
。

　
１
月
・
２
月
は「
は
た
ち
の

献
血
」キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
で
す
。

10
代
・
20
代
の
若
者
を
中
心
に

広
く
献
血
を
呼
び
か
け
、五
老
ス

カ
イ
タ
ワ
ー
を
赤
色
に
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
し
ま
す
。
市
内
の
献
血

会
場
で
実
施
し
て
い
る
一
般
的

な
４
０
０
㍉
㍑
献
血
は
、男
性
17

歳
、女
性
18
歳
か
ら
で
き
ま
す
。

　
今
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学

す
る
児
童（
平
成
29
年
４
月
２
日

～
平
成
30
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

の
入
学
通
知
書
を
１
月
下
旬
に

保
護
者
あ
て
に
送
付
し
ま
す
。

▼
詳
し
く
は
、学
校
教
育
課（
☎

66
・
１
０
７
２
）へ
。

　
女
性
の
た
め
の
が
ん
検
診
は

3
月
末
ま
で
で
す
。早
め
に
申
し

込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

▪
乳
が
ん

【
実
施
医
療
機
関
】❖
お
お
え
乳

腺
ク
リ
ニ
ッ
ク（
☎
75・３
３
２
０
）

❖
舞
鶴
共
済
病
院（
☎
62
・
２
５

１
０
）❖
舞
鶴
赤
十
字
病
院（
☎

75
・
１
９
２
０
）

【
内
容
】マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
検
査

【
対
象
】40
歳
以
上
の
女
性（
2
年

に
1
回
の
隔
年
受
診
）

【
料
金
】自
己
負
担
金
１
，５
０
０

円（
40
歳
、41
歳
、50
歳
、60
歳
の

人
に
は
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
送

付
済
み
）

▪
子
宮
頸け

い

が
ん

【
実
施
医
療
機
関
】❖
片
山
産
婦

産
前
産
後
期
間
の
国
民
健
康

保
険
料
を
減
額

一
人
で
も
多
く
の
人
を
救
う
た
め
、

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】１
月
19
日
㈮
９
時
30
分
～

11
時
15
分
、13
時
～
15
時
30
分（
23

ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
）

▼
詳
し
く
は
、健
康
づ
く
り
課（
☎

65
・
０
０
６
５
）へ
。

　
戸
籍
謄
本
や
住
民
票
の
写
し
な

ど
を
本
人
等
の
代
理
人
や
第
三
者

に
交
付
し
た
と
き
に
、交
付
し
た

事
実
を
登
録
さ
れ
た
人
に
通
知
す

る
本
人
通
知
制
度
。
登
録
す
る
こ

と
で
戸
籍
謄
本
な
ど
の
不
正
取
得

の
早
期
発
見
や
委
任
状
の
偽
造
な

ど
に
よ
る
不
正
請
求
の
抑
止
に
つ

な
が
り
ま
す
。

【
対
象
】市
内
に
住
民
票
か
戸
籍
が

あ
る
人
、ま
た
は
あ
っ
た
人

【
申
し
込
み
方
法
】本
人
確
認
書
類

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、運
転
免

許
証
な
ど
）を
持
っ
て
、市
民
課
か

西
支
所
、
加
佐
分
室
、
各
市
民
交

流
セ
ン
タ
ー
で
。

※
代
理
申
請
の
場
合
は
委
任
状
が

必
要
。郵
送
に
よ
る
登
録
も
可

▼
詳
し
く
は
、市
民
課（
☎
66
・
１

０
０
２
）へ

は
た
ち
の
献
血
キ
ャン
ペ
ー
ン

舞
鶴
市
１
０
０
人
献
血

本
人
通
知
制
度
へ
の
登
録
を

【
有
料
広
告
】

【
有
料
広
告
】

【
有
料
広
告
】 1213

令和 6 年度から
森林環境税（国税）の課税が始まります

　森林環境税は、国の温室効果ガスの排出削減目標
の達成や、災害を防止するための森林整備などに必
要な地方財源を安定的に確保するため創設された、
国の税金（国税）です。
　令和 6 年度から、国内に住所がある個人に対し
て課税され、1 人 1,000 円（年額）を市府民税と
併せて市が徴収します（本市の場合、均等割がかか
らない人は、森林環境税はかかりません）。
　税収は森林環境譲与税として、各都道府県・市町
村へ配分され、森林環境税及び森林環境譲与税に関
する法律に基づき、市町村では、間伐などの「森林
の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、
木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促
進に関する施策」に充てられます。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
▶詳しくは、税務課（☎ 66・1026）へ。

税目 令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 なし 1,000円

府民税 市府民税
均等割

3,500円 3,000円
市民税 2,100円 1,600円

計 5,600円 5,600円

※市府民税の均等割は、令和 5 年度まで東日本大震災復興法

に基づき１人 1,000 円（年額）引き上げられていましたが、

この臨時的措置が終了し、令和 6 年度から森林環境税が導

入されます

【
有
料
広
告
】

（年額）

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援

給
付
金

フ
レ
ア
ス
舞
鶴
の一部
が
変
わ

り
ま
す

市の人口と世帯数

人口  76,514 人（－ 110 人）　

世帯  34,253 世帯（－ 53 世帯）

男  38,443 人（－ 61 人）

女  38,071 人（ ‐ 49 人）
※令和 5 年 12 月１日現在の推計人口。

　（　）内は前月比


